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１．計画策定の趣旨等 

（１）計画策定の背景及び趣旨 

近年の我が国の子育てをめぐる環境は、核家族化の進展、地域のつながりの希薄化、

乳児と触れ合う経験が乏しい親の増加など、地域や家庭の状況は変化しております。 

また、経済状況や企業経営を取り巻く環境が依然として厳しい中、共働き家庭は増加

し続け、仕事と子育ての両立を希望する者を支援する環境整備が求められておりますが、

都市部を中心に、依然として多くの待機児童が存在しております。 

  そのような状況を踏まえ、国におきましては、平成 24 年 8 月に、子ども・子育て関

連３法を公布し、平成 27 年 4 月から子ども・子育て支援新制度（以下「新制度」）が本

格施行され、市町村が実施主体となることから、幼児期の学校教育・保育の提供及び地

域の子育て支援の充実に向けた施策を推進することとされております。 

 これまで、本市におきましては、平成 21 年に策定した「第二次かごしま市保育計画」

に基づき、新規保育所 20 か所（1,110 人）の開所、また、既存保育所の建替えや増築、

分園等による既存保育所の定員増（964 人）の実施により、2,074 人の定員増を行うな

ど、計画的な保育所整備により入所枠の拡大を行ってまいりましたが、依然として、保

育所への入所者が増加する傾向にあります。 

 そのようなことから、多様化する保育ニーズへの対応や待機児童解消を図るため、こ

れまでの保育計画と新制度施行に伴う取組みをあわせ、新たに「鹿児島市保育所等整備

計画」を策定するものです。 

 

（２）計画の期間 

この計画は、平成 27 年度から平成 31 年度までの計画とします。 

  なお、保育需要、社会経済の変化を踏まえ、必要に応じて見直すこととします。 

 

（３）計画改定について 

本市では、平成 27 年 3 月に鹿児島市保育所等整備計画を策定し、平成 27 年度から

28 年度にかけて、963 人分の入所定員の拡大を図りましたが、就労家庭の増加などによ

る保育需要の高まりから、計画以上の保育需要が発生し、整備計画数と実態にかい離が

生じております。 

国においては、市町村の子ども・子育て支援事業計画については、計画期間の中間年

度である 29 年度に見直しを行うことを示しており、これを踏まえ、整備計画を改定す

るものです。 

 



 ２ 

２．本市の現状 

 

（１）待機児童の推移等 

  本市では、平成 27 年 3 月に策定した「鹿児島市保育所等整備計画」に基づき、平成

27 年度に 423 人、平成 28 年度に 540 人の入所枠の拡大を図ってまいりましたが、保育

需要の増加等により、待機児童数は平成 28 年度 151 人、平成 29 年度 252 人となり、

計画策定時の待機児童数 24 人と比較し大きく増加しました。 

 

 保育所等定員、入所児童数及び待機児童数の推移（Ｈ２２～Ｈ２９） 

（各年 4月１日現在 単位：人） 

 

 

 

  

 

 

  平成 22年 平成 23年 平成 24年 平成 25年 平成 26年 平成 27年 平成 28年 平成 29年 

保育所等定員 8,133 9,033 9,253 9,708 10,078 11,571 12,124 12,634 

入所児童数 9,012 9,702 10,023 10,434 10,845 11,802 12,281 12,584 

待機児童数 357 85 177 57 47 24 151 252 



 ３ 

 年間の入所児童数・待機児童数等の推移（平成２８年度） 

　　　　（単位：人）

項　目 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

保育所等
定員

12,124 12,124 12,124 12,124 12,124 12,124 12,124 12,124 12,124 12,124 12,124 12,124

入所児童数 12,281 12,447 12,690 12,861 12,902 13,036 13,126 13,186 13,235 13,218 13,265 13,277

定員を超えての

受入児童数
157 323 566 737 778 912 1,002 1,062 1,111 1,094 1,141 1,153

保留児童数※ 381 430 473 516 555 648 736 832 936 1,039 1,060 1,110

待機児童数 151 198 236 278 341 441 565 698 841 919 954 1,006

対前月 － 47 38 42 63 100 124 133 143 78 35 52

要保育児童数
(入所申込
児童数)

12,662 12,877 13,163 13,377 13,457 13,684 13,862 14,018 14,171 14,257 14,325 14,387

　※保留児童数　＝　入所申込児童数　－　入所児童数  

 

 

 

      

 



 ４ 

252

児童数項目

 ①　0歳児

 ②　1歳児

 ③　2歳児

 ④　3歳児

 ⑤　4歳児

 ⑥　5歳児

合　計

57

97

57

27

9

5  ⑥　5歳児 4

合　計 24

 ③　2歳児 4

 ④　3歳児 2

 ⑤　4歳児 4

項目 児童数

 ①　0歳児 3

 ②　1歳児 7

ア．入所申込みの理由

項目 児童数

 ① 求職活動 86

 ② 既就職 154

 ③ 就職内定 1

 ④ 病気・出産 9

 ⑤ 病気看護 2

合　計 252

 

○「鹿児島市保育所等整備計画」策定時（平成 27年）との対比 

① 年齢別待機児童数 

 

平成 29年 4 月 1日             平成 27 年 4月 1日 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 待機児童の分類 

ア．入所申込みの理由 

 

平成 29年 4 月 1日             平成 27 年 4月 1日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ５ 

 

イ．待機児童の居場所 

 

平成 29年 4 月 1日             平成 27 年 4月 1日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ．希望する保育所等を選んだ理由 

 

平成 29年 4 月 1日             平成 27 年 4月 1日 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ．待機児童の居場所
項目 児童数

 ① 家庭 13
 ② 認可外保育施設 2
 ③ 親類（祖父母）宅 2
 ④ 職場 1
 ⑤ 認可保育（一時保育） 0
 ⑥ その他 4
 ⑦ 未記入 2

合計 24

イ．待機児童の居場所
項目 児童数

 ① 家庭 111
 ② 認可外保育施設 51
 ③ 親類（祖父母）宅 37
 ④ 職場 11
 ⑤ 認可保育（一時保育） 19
 ⑥ その他 13
 ⑦ 未記入 10

合計 252

ウ．希望する保育所等を選んだ理由

項目 児童数

 ① 自宅に近い 202

 ② 保育方針、内容による 28

 ③ 仕事先に近い 13

 ④ 通勤途中である 2

 ⑤ 親族宅に近い 1

 ⑥ 未記入 6

合　計 252

ウ．希望する保育所等を選んだ理由

項目 児童数

 ① 自宅に近い 14

 ② 保育方針、内容による 5

 ③ 仕事先に近い 1

 ④ 通勤途中である 2

 ⑤ 親族宅に近い 1

 ⑥ 未記入 1

合　計 24



 ６ 

（２）就学前児童の推移 

 

 鹿児島市の就学前児童数の推移は、下記の表のとおり、平成 22 年より平成 25 年にかけ

て微増傾向であったものが、平成 26 年以降は減少傾向となっています。 

 

 就学前児童数（０歳～５歳）の推移（Ｈ２２～Ｈ２９） 

（各年 4月１日現在 単位：人） 

  平成 22年 平成 23年 平成 24年 平成 25年 平成 26年 平成 27年 平成 28年 平成 29年 

就学前児童数 33,591 33,757 34,349 34,481 34,241 33,725 33,413 32,998 
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３．整備方針と目標値 

 

（１）整備方針 

鹿児島市の保育の現状を考慮し、「鹿児島市保育所等整備計画」における整備方針として、

以下の２点を掲げます。 

 

① 鹿児島市子ども・子育て支援事業計画との調和を図りながら、保育需

要の多い地域を重点的に、保育所等の整備を進めます。 
 

「鹿児島市子ども・子育て支援事業計画」に掲げる教育・保育の「量の見込み」と

「確保方策」に基づき、ニーズ調査結果や地域の状況を踏まえ、保育需要の多い地域

を重点的に、需給バランスも勘案しながら、保育所等の整備を進めます。 

 

 

② 年度当初の入所希望者全員(要保育児童)が利用定員内で入所できる枠

を確保します。 

 

年度当初の４月１日現在の要保育児童（入所児童＋保留児童）が、認可保育所等の

定員内で入所できる枠を確保、整備します。 

（年度途中の申込み者は、国通知「子ども・子育て支援法に基づく支給認定等並びに

特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の確認にかかる留意事項等について」に

より、利用定員を超える受入れで対応） 
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（２）地域別目標値 

年度当初で入所希望者全員（要保育児童）が定員内で入所できる枠を確保することとし、

市全体で 1,313 人の定員増を図ってまいりましたが、今回の改定により新たに 760 人の定

員増を図ります。なお、地域別には、就学前児童数、待機児童数及び地域の特性等を総合

的に勘案し、下記の表のとおりとします。 

＜参考＞

32,998 12,634 246 13,923 13,352 ▲ 759 760 1,313合　　　計

▲ 12 ―⑭郡山 花尾、有屋田、川田、郡山、郡山岳、西俣、東俣、油須木 321 140 152 140

▲ 93 90⑬松元 石谷、入佐、上谷口、直木、春山、福山、松陽台、四元、平田 1,257 420 420513

―

―

―⑪吉田 西佐多、東佐多、本城、本名、宮之浦、牟礼岡１～３丁目 445 280 280243

―⑫喜入 喜入瀬々串、喜入中名、喜入生見、喜入前之浜、喜入、喜入一倉 452 255 225 246

▲ 3 ―⑩桜島
桜島赤水、桜島赤生原、桜島小池、桜島西道、桜島白浜、桜島武、

桜島藤野、桜島二俣、桜島松浦、桜島横山、新島、野尻、持木、東桜
島、古里、有村、黒神、高免

128 90 93 90

▲ 128 130⑨吉野
岡之原、緑ヶ丘、川上、下田、吉野町（磯、花倉、三船、竜ヶ水及び平

松を除く）、大明丘１～３丁目、吉野１～２丁目 3,035 1,076 1,0901,218

― ―⑧伊敷
伊敷、伊敷１～８丁目、伊敷台１～７丁目、西伊敷１～７丁目、千年１

～２丁目、花野光ヶ丘１～２丁目、下伊敷、下伊敷１～３丁目、小野
町（西ノ谷を除く）、小野１～４丁目、犬迫、小山田、皆与志

2,409 941 862 892

▲ 293 300⑦谷山

上福元、谷山中央１～８丁目、下福元、慈眼寺、谷山塩屋、和田、和

田１～３丁目、平川、卸本町、南栄１～６丁目、七ツ島１～２丁目、谷
山港１～３丁目、錦江台１～３丁目、坂之上１～８丁目、光山１～２丁
目、西谷山１～２丁目、清和３～４丁目

4,796 1,729 1,8602,153111

― ―⑥谷山北部

五ケ別府、星ケ峯１～６丁目、皇徳寺台１～５丁目、山田、中山、中

山１～２丁目、自由ケ丘１～２丁目、桜ケ丘１～６丁目、小原、魚見、
東谷山１～７丁目、清和１～２丁目、希望ヶ丘、小松原１～２丁目、東

開

5,357 2,015 2,292 2,315109

▲ 96 100⑤武・田上
武１～３丁目、唐湊１～２丁目、紫原７丁目、向陽１丁目、広木１～３
丁目、田上、田上１～８丁目、田上台１～４丁目、西別府、武岡１～６

丁目、西陵１～８丁目、小野町の一部（西ノ谷）
3,301 1,307 1,3271,4232

▲ 109 110④城西

城山１～２丁目、新照院、草牟田、草牟田１～２丁目、玉里、永吉１～
３丁目、明和１～５丁目、原良、原良１～７丁目、薬師１～２丁目、城
西１～３丁目、鷹師１～２丁目、常盤、常盤１～２丁目、西田１～３丁

目

2,222 781 876 767

▲ 25 30③鴨池

高麗、荒田１～２丁目、与次郎１～２丁目、下荒田１～４丁目、天保

山、鴨池新町、鴨池１～２丁目、唐湊３～４丁目、郡元、郡元１～３丁
目、南郡元、東郡元、真砂、真砂本町、三和、南新町、日之出、紫原

１～６丁目、西紫原、桜ヶ丘７～８丁目、宇宿１～９丁目、中央港新
町、新栄、向陽２丁目

5,732 2,050 2,235 2,21024

―②上町

坂元、西坂元、東坂元１～４丁目、清水、祇園之洲、鼓川、池之上、
稲荷、春日、柳町、浜町、上竜尾、下竜尾、冷水、長田、大竜、上本
町、小川、本港新町、易居、山下、城山、玉里団地１～３丁目、若葉、

吉野町の一部（磯、花倉、三船、竜ヶ水及び平松）

1,756 980 895 969

(単位：人）

地　域　名 町　名
H29.4.1

就学前
児童数

H29.4.1

保育所等
定員

量の見込み

①

30.4/1開所を

含む提供量
②

H29.4.1

待機児童数

― ―①中央
名山、平之町、東千石、西千石、中町、金生、照国、泉、住吉、堀江、
大黒、呉服、新町、船津、城南、松原、南林寺、甲突、錦江、新屋敷、

樋之口、山之口、千日、加治屋、中央、上之園、上荒田
1,787 570 746743

―

―

―

―

100

―

H27～29

定員増数

60

210

240

170

193

200

110

30

不足③

（②-①）

定員増

目標値
④

―

２案

 

 ※ ① 「量の見込み」
　　　　　保育所等の利用希望者の伸び等から算出した数値のうち、各地域の平成２７年度から３１年度にかけての認定区分ごとの最大値を合計したもの

　　 ② 「30.4/1開所を含む提供量」
　　　　　平成３０年の保育所等の定員（予定）に、幼稚園型認定こども園の２号及び本市が運営費等の支援を行っている認可外保育施設も含めた数値

 



 ９ 

 

〔参考〕 

 

○ 就学前児童（0歳～5歳）の今後の推移（Ｈ３０～Ｈ３１ 推計） 

27年 28年 29年 30年 31年 

33,725人 33,413人 32,998人 32,714人 32,456人 

 

31,500

32,000

32,500

33,000

33,500

34,000

27年 28年 29年 30年 31年

 

 

 

○ 認定区分ごとの整備量及び必要整備量（整備が必要な地域のみ） 

(単位：人）

年度

区分 

 地域 ０歳 １－２歳 ０歳 １－２歳 ０歳 １－２歳 ０歳 １－２歳 ０歳 １－２歳

中央 30 10 20 60

上町 15 12 63 66 16 38 210

鴨池 91 29 60 30 10 20 10 20 270

城西 66 16 38 27 5 18 90 20 280

武・田上 79 25 89 40 60 293

谷山北部 101 33 66 200

谷山 11 1 8 45 15 30 80 150 20 50 410

伊敷 15 5 10 30

吉野 30 50 20 30 130

松元 57 14 29 30 60 190

171 54 198 286 79 175 176 58 116 280 0 360 40 0 80
合計 2,073

423 540 350 640 120

２７年度（実績値） ２８年度（実績値） ２９年度（整備予定） ３０年度（必要整備量）

合計
２号

３号
２号

３号
２号

３号
２号

３号

３１年度（必要整備量）

２号
３号

 

 

○ 事業に要する費用の額（平成 29年度保育所等整備交付金要綱に基づき概算額を算出） 

平成 30年度 1,442,559,000円  

平成 31年度 238,578,000円  
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（３）待機児童解消のための取り組み 

 

〈１〉待機児童解消策 

本市の待機児童を解消するため、下記項目の施策活用により保育所等を整備します。 

 

① 新設保育所の整備 

   新設の保育所の整備により、要保育児童の受け入れを図ります。 

なお、保育ニーズの状況によっては、更なる設置を検討します。 

 

② 既存保育所等による定員増 

   保育所等の施設整備等により定員を拡大し、要保育児童の受け入れを図ります。 

なお、保育ニーズの状況によっては、園舎の建替えや耐震化等に合わせ、定員増を

検討します。 

 

③ 既存保育所等による分園設置 

   既存保育所等が分園を整備することで定員を拡大し、要保育児童の受け入れを図り

ます。 

   なお、保育ニーズの状況によっては、更なる設置を検討します。 

 

④ 幼保連携型認定こども園の整備 

      子ども・子育て支援新制度において、県から市に認可権等が移譲された幼保連携型

認定こども園による要保育児童の受入を図ります。 

具体的には、学校法人、社会福祉法人による「幼保連携型認定こども園」の新設あ

るいは既存の幼稚園、保育所、認定こども園から「幼保連携型認定こども園」に移行

する施設とします。 

なお、保育ニーズの状況によっては、更なる設置を検討します。 

 

※「幼保連携型認定こども園」…平成 24 年 8 月 22 日に公布された「就学前の子ども

に関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律」（未

施行）に基づき、就学前の教育・保育ニーズに対応した幼児期の学校教育及び保育を

一体的に行う施設で、市が設置認可を行う。 
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⑤ 認可外保育施設の認可化 

   現在、認可外保育施設として運営している保育所を認可することで、要保育児童の

受け入れを図ります。 

   具体的には、鹿児島市に届出がなされている認可外保育施設について、社会福祉法

人を設立することを前提とした保育所認可を受ける意向のある施設とします。 

 

〈２〉保育サービスの充実  

保育所等の整備のほかに就労形態の多様化に適切に対応するため、夜間保育所の設置

や延長保育、一時預かりなど多様な保育サービスの提供に努めます。 

 

① 夜間保育所の設置 

 保護者の就労形態や多様化する保育ニーズに対応するため、夜間保育所（午前１１

時から午後１０時までの概ね１１時間開所する施設）を中央地域において１か所設置

します。 

 

② 延長保育 

 保育所等における通常保育時間(午前 7 時～午後 6 時)を越えて、保育所等において

延長保育を実施しており、平成 29 年 3 月末現在の延長時間は、1 時間延長 113 か所、

2 時間延長 9 か所、4 時間延長 1 か所となっております。 

 今後は、新設される保育所等での延長保育の実施や延長保育時間の拡充に努めます。 

 

③ 一時預かり 

   ア 一時預かり事業（一般型）の拡充 

     家庭において一時的に保育することが困難となった場合、保育所等において一

時預かりを行っており、平成 29 年 3 月末現在 93 か所で実施しております。 

     今後は、保護者のニーズに応じて、実施の推進及びその充実に努めます。 

   イ 一時預かり事業（幼稚園型）の活用 

     長時間預かりを希望する保護者のニーズに対応するため、幼稚園等において就

労家庭の３歳以上児に対する一時預かり事業（幼稚園型）を行っており、平成 29

年 3 月末現在 41 か所で実施しております。 

     今後は、保護者のニーズに応じて、実施の推進及びその充実に努めます。 
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④ 休日保育 

 就労形態の多様化に伴う休日等の保育ニーズに対応するため、平成 29 年 3 月末現

在 10 か所の保育所で休日保育を実施しております。 

 今後は、保護者のニーズに応じて休日保育の充実に努めます。 

 

⑤ 障害児保育 

 障害のある子ども及び保護者に対する早期からの相談・療育・援助など、障害のあ

る子どもの健全な発達を支援しております。また、保護者の悩みの解消と障害の軽減・

克服が図られるよう、受け入れ態勢や環境整備のための施策を行っており、平成 29

年 3 月末現在 100 か所の保育所等で 602 名の障害児を受け入れております。 

 今後も引き続き障害児保育の充実に努め、受け入れ態勢を推進します。

 


